
男
女
共
同
参
画
推
進
懇
話

会
委
員

対
象：市
内
在
住
ま
た
は
市
内
で
活
動
し
て
い
る

団
体
に
所
属
し
、
本
市
に
お
け
る
男
女
共
同
参

画
の
推
進
に
意
欲
の
あ
る
方　
募
集
人
員：５
名

以
内　
任
期：
４
月
１
日
～
令
和
７
年
３
月
31
日　

活
動
内
容：
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向

け
、
市
民
・
市
民
活
動
団
体
・
事
業
者
・
市
が

そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
組
み
な
ど
を
協
議
す
る
懇
話

会
に
参
加　

選
考
方
法：
書
類
選
考　

申
込：
２

月
１
日（
水
）～
３
月
９
日（
木
）の
期
間
に
、
市

Ｈ
Ｐ
に
あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

直
接
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
に
て　
そ
の
他：

年
３
回
程
度
の
会
議
／
報
酬
な
し

▼
企
画
課　
☎
23‐３
５
０
７　

23‐０
６
６
９

農
業
委
員
お
よ
び
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員

任
期：
７
月
28
日
～
令
和
８
年
７
月
27
日　

募

集
人
員：【
農
業
委
員
】23
名【
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
】24
名　
申
込
期
限：
３
月
３
日（
金
）

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
農
業
委
員
会
事
務
局　
☎
23‐３
５
１
９

公
安
系
公
務
員
ガ
イ
ダ
ン
ス

対
象：
将
来
、
公
安
系
公
務
員
を
目
指
し
て
い

る
高
校
生
・
専
門
学
校
生
・
大
学
生
な
ど
お

よ
び
そ
の
ご
家
族
の
方
　々

日
時：
２
月
25
日

（
土
）午
前
10
時
～
午

後
１
時
30
分（
午
前

９
時
30
分
～
受
付
）

場
所：
田
原
文
化
会

館
２
０
１
会
議
室

内
容：
自
衛
官
、
海

上
保
安
官
、
警
察
官
、

消
防
官
に
よ
る
仕
事

内
容
・
採
用
制
度
・

各
種
処
遇
な
ど
の
説

明　

申
込：
電
話
ま

た
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
に
て

▼
自
衛
隊
豊
橋
地
域
事
務
所　

　
☎（
０
５
３
２
）80‐５
１
０
４

◦
生 
活

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動

３
月
１
日
水
～
７
日
火

【
令
和
４
年
度
防
火
標
語
】

お
出
か
け
は
　
マ
ス
ク
戸
締
り
　
火
の
用
心

　
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
、
寒
さ
も
和
ら
ぎ
、
火

へ
の
注
意
が
緩
み
が
ち
に
な
り
ま
す
。
火
災
か

ら
命
や
財
産
を
守
る
た
め
に
、
火
の
取
り
扱
い

に
は
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

▪
火
災
予
防
の
４
つ
の
習
慣

◦
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
し
な
い
、
さ
せ
な
い

◦
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
を

置
か
な
い

▪
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
と
管
理

　

消
防
法
で
、
全
て
の
住
宅
に「
住
宅
用
火
災

警
報
器
」の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ご
自
身
の
命
や
財
産
を
住
宅
火
災
か
ら
守
る
た

め
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
、
日
頃
か

ら
点
検
を
行
い
、
適
正
な
管
理
に
努
め
て
く
だ

さ
い
。

▼
消
防
本
部
予
防
課　
☎
23‐４
０
７
４

◦
ガ
ス
コ
ン
ロ
を
使
う
と
き
は
、
火
の
そ

ば
を
離
れ
な
い

◦
コ
ン
セ
ン
ト
は
、
ほ
こ
り
を
清
掃
し
、

不
必
要
な
プ
ラ
グ
は
抜
く

▪
火
災
予
防
の
６
つ
の
対
策

◦
火
災
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、
ス
ト
ー

ブ
や
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
は
、
安
全
装
置

の
付
い
た
機
器
を
使
用
す
る 

◦
火
災
の
早
期
発
見
の
た
め
に
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
を
定
期
的
に
点
検
し
、
10

年
を
目
安
に
交
換
す
る

◦
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、
部
屋
を

整
理
整
頓
し
、
寝
具
、
衣
類
お
よ
び
カ
ー

テ
ン
は
、
防
炎
品
を
使
用
す
る

◦
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、

消
火
器
な
ど
を
設
置
し
、
使
い
方
を
確

認
し
て
お
く

◦
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
は
、

避
難
経
路
と
避
難
方
法
を
常
に
確
保
し
、

備
え
て
お
く

◦
防
火
防
災
訓
練
へ
の
参
加
、
戸
別
訪
問

な
ど
に
よ
り
、
地
域
ぐ
る
み
の
防
火
対

策
を
行
う

連
載
コ
ー
ナ
ー

お
で
か
け
情
報

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

た
は
ら
ス
ナ
ッ
プ

こ
こ
見
て
！
た
は
ら

お
し
ら
せ

広報たはら  令和5年2月│    │19

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


